
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
の
支
部
図
書
館
の
職
員
へ
の
感
謝

状
の
贈
呈
に
関
す
る
内
規 

（
昭
和
五
十
七
年
六
月
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
五
号
） 

改
正 

昭
和
六
十
一
年
五
月 

三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号 

平
成 

十
四
年
三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
号 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
内
規
は
、
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
の
支
部
図
書
館
（
以
下

「
支
部
図
書
館
」
と
い
う
。
）
の
職
員
で
、
支
部
図
書
館
に
長
期
間
勤
続
し

た
も
の
に
対
す
る
感
謝
状
の
贈
呈
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
贈
呈
を
受
け
る
者
の
範
囲
） 

第
二
条 

感
謝
状
の
贈
呈
は
、
支
部
図
書
館
の
職
員
の
う
ち
、
支
部
図
書
館
に

十
年
以
上
勤
続
し
（
支
部
図
書
館
か
ら
国
立
国
会
図
書
館
に
出
向
し
、
再
び

支
部
図
書
館
の
職
員
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
通
じ
て
十
年
以
上
と
な
る

場
合
を
含
む
。
）
、
支
部
図
書
館
の
向
上
発
展
に
寄
与
し
た
も
の
と
し
て
当

該
支
部
図
書
館
長
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た
も
の
に
対
し
て
行
う
。 

（
贈
呈
の
方
法
） 

第
三
条 

感
謝
状
の
贈
呈
は
、
館
長
が
授
与
し
て
行
う
。 

（
感
謝
状
の
様
式
） 

第
四
条 

感
謝
状
の
様
式
は
、
館
長
が
定
め
る
。 

（
副
賞
） 

第
五
条 

感
謝
状
に
は
、
副
賞
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
贈
呈
の
期
日
） 

第
六
条 

感
謝
状
の
贈
呈
は
、
年
一
回
定
期
に
行
う
。 

（
内
申
） 

第
七
条 

総
務
部
長
は
、
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
部
図
書
館
長
か
ら
推

薦
の
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
感
謝
状
の
贈
呈
に
値
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
旨
を
館
長
に
内
申
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
贈
呈
の
事
務
） 

第
八
条 

感
謝
状
の
贈
呈
に
関
す
る
事
務
は
、
総
務
部
が
行
う
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
一
年
五
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


